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昭
和
の
合
併
か
ら
半
世
紀
、
秋
田
新
幹

線
の
実
現
や
国
道
四
六
号
な
ど
主
要
国
道

の
整
備
の
進
展
、
通
信
基
盤
の
飛
躍
的
な

発
展
に
よ
り
、
私
達
の
行
動
範
囲
は
大
き

く
広
が
っ
て
い
ま
す
。

同
時
に
、
こ
の
地
域
は
年
間
六
百
万
人

を
超
え
る
人
々
が
訪
れ
る
東
北
有
数
の
観

光
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
反
面
、
少
子
高

齢
化
の
進
行
に
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
町

村
財
政
も
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。

水
深
日
本
一
の
田
沢
湖
を
は
じ
め
、
秘

湯
な
ど
豊
富
で
質
の
高
い
観
光
資
源
を
有

す
る
田
沢
湖
町
が
、
生
活
圏
と
歴
史
文
化

を
共
有
す
る
角
館
町
・
西
木
村
と
共
に
、

観
光
産
業
を
活
か
し
た
活
力
あ
る
北
東
北

の
拠
点
都
市
を
目
指
す
町
づ
く
り
を
合
併

に
よ
り
実
現
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

三
か
町
村
の
人
々
の
相
互
理
解
と
相
互

信
頼
が
よ
り
一
層
深
ま
り
、
目
的
が
立
派

に
達
成
さ
れ
る
よ
う
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

い
よ
い
よ
合
併
論
議
が
活
発
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
新
市
の
名
称
が
具
体
化
し
て

く
る
と
、
み
な
さ
ん
の
間
で
も
様
々
な
お

話
が
な
さ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

三
町
村
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
色
々
な

ご
意
見
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
道

州
制
を
見
据
え
た
北
東
北
と
の
係
わ
り
、

新
し
い
観
光
の
ま
ち
再
構
築
、
交
流
が
も

た
ら
す
産
業
経
済
へ
の
波
及
等
が
関
係
町

村
の
共
通
し
た
「
合
併
の
目
的
」
で
す
。

現
在
、
新
市
の
名
称
が
継
続
協
議
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
合
併
後
、
観
光
を
特
化

さ
せ
た
『
攻
め
の
行
政
』
を
進
め
る
た
め

に
は
、
こ
と
、
市
名
に
つ
い
て
は
本
音
で

ぶ
つ
か
り
合
っ
て
当
然
と
い
え
ま
す
。

人
の
動
き
は
経
済
効
果
を
活
性
化
さ
せ

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
線
上
に
「
少

子
高
齢
化
対
策
」
の
糸
口
が
あ
り
ま
す
。

今
後
も
絶
え
ず
「
合
併
の
目
的
」
を
確

認
し
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

梅
雨
明
け
宣
言
が
な
い
ま
ま
、
冷
夏
と

い
う
異
常
気
象
の
中
で
、
か
っ
て
平
成
五

年
の
大
冷
害
を
思
い
起
こ
す
と
き
、
一
日

も
早
い
天
候
回
復
を
期
待
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
地
方
分
権
の
一
層
の
進
展
に
よ

り
、
市
町
村
の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

市
町
村
が
地
域
の
総
合
的
な
行
政
主
体

と
し
て
、福
祉
や
教
育
・
ま
ち
づ
く
り
又
、

住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た

め
、
三
町
村
で
組
織
す
る
合
併
協
議
会
が

発
足
し
、
五
回
の
協
議
会
を
重
ね
て
参
っ

た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

様
々
な
課
題
を
大
い
に
議
論
し
、
そ
の

中
か
ら
三
町
村
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
生
か

し
た
住
み
良
い
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
、
住

民
の
皆
さ
ま
に
提
案
し
な
が
ら
合
併
に
向

け
て
努
力
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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四
月
一
日
、
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
田

沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会（
法
定
）

設
置
の
調
印
式
が
西
木
村
総
合
開
発
セ
ン

タ
ー
を
会
場
に
関
係
者
二
十
二
人
が
出
席

し
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
会
の
会
長
に
は
、
佐
藤
田
沢
湖
町

長
が
、
副
会
長
に
は
、
太
田
角
館
町
長
、

田
代
西
木
村
長
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

四
月
十
日
、
午
後
二
時
か
ら
第
一
回
合

併
協
議
会
が
田
沢
湖
町
総
合
開
発
セ
ン
タ

ー
大
集
会
室
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

提
出
さ
れ
た
報
告
事
項
、協
議
事
項
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

【
報
告
事
項
】

●
報
告
第
一
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
規

約
に
つ
い
て

●
報
告
第
二
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
幹

事
会
設
置
規
程
に
つ
い
て

●
報
告
第
三
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
専

門
部
会
設
置
規
程
に
つ
い
て

●
報
告
第
四
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
分

科
会
設
置
規
程
に
つ
い
て

●
報
告
第
五
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
程
に
つ

い
て

●
報
告
第
六
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
事

務
局
規
程
に
つ
い
て

●
報
告
第
七
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
財

務
規
程
に
つ
い
て

●
報
告
第
八
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
会

議
傍
聴
要
綱
に
つ
い
て

●
報
告
第
九
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平
成
十
五
年
度
田
沢
湖
・
角
館
・
西
木

合
併
協
議
会
予
算
に
つ
い
て

【
協
議
事
項
】

●
協
議
案
第
一
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
会

議
運
営
規
程
の
制
定
に
つ
い
て

協
議
の
基
本
方
針
（
会
議
は
原
則
と

し
て
公
開
す
る
等
）、
会
議
の
進
行
（
会

議
の
議
事
は
原
則
と
し
て
全
会
一
致
で

進
め
る
等
）
な
ど
原
案
を
了
承
し
ま
し

た
。

●
協
議
案
第
二
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
日

程
に
つ
い
て

原
則
と
し
て
毎
月
第
四
金
曜
日
と
し
、

必
要
に
応
じ
て
、
臨
時
会
を
開
催
す
る

こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
三
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

合
併
の
方
式
に
つ
い
て

旧
町
村
の
区
域
を
持
っ
て
新
し
い
自

治
体
を
設
置
す
る
新
設
合
併
（
対
等
合

併
）
と
す
る
こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
四
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

合
併
の
期
日
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
三
月
末
日
以
前
と
す
る

こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。

五
月
二
十
三
日
、
午
後
一
時
三
十
分
か

ら
第
二
回
合
併
協
議
会
が
西
木
村
総
合
開

発
セ
ン
タ
ー
集
会
室
を
会
場
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

提
出
さ
れ
た
報
告
事
項
、協
議
事
項
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

【
報
告
事
項
】

●
報
告
第
十
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

専
門
部
会
名
簿
に
つ
い
て

●
報
告
第
十
一
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

合
併
協
議
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

【
協
議
事
項
】

●
協
議
案
第
五
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

新
自
治
体
の
名
称
に
つ
い
て

３町村長で看板をかかげる
（４月１日／西木村役場）

第１回合併協議会
（４月10日／田沢湖町総合開発センター）
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各
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
い
ろ
い
ろ
な

意
見
を
参
考
に
、
新
自
治
体
に
ふ
さ
わ

し
い
名
称
を
、
こ
れ
か
ら
も
継
続
し
て

協
議
す
る
こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
六
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

新
自
治
体
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

各
町
村
の
庁
舎
を
使
用
す
る
分
庁
舎

方
式
と
し
、
本
庁
舎
の
位
置
、
分
庁
舎

の
役
割
分
担
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

協
議
会
で
継
続
し
て
協
議
し
て
い
く
こ

と
と
確
認
し
ま
し
た
。

な
お
、
住
民
に
対
す
る
窓
口
業
務
に

つ
い
て
は
、
本
庁
舎
・
各
分
庁
舎
で
同

一
の
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
七
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て

三
町
村
の
所
有
す
る
財
産
、
公
の
施

設
及
び
債
務
は
、
す
べ
て
新
自
治
体
に

引
き
継
ぐ
こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
八
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ

い
て

①
三
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
す
べ

て
新
自
治
体
の
職
員
と
し
て
引
き
継

ぐ
。

②
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
自
治
体
で

定
員
適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員

管
理
の
適
正
化
に
努
め
る
。

③
職
員
の
職
名
及
び
任
用
要
件
に
つ
い

て
は
、
人
事
管
理
及
び
職
員
の
処
遇

の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整
し
統
一

を
図
る
。

④
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
処
遇
及

び
給
与
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整

し
統
一
を
図
る
。
な
お
、
合
併
後
速

や
か
に
給
与
の
格
差
是
正
を
行
う
。

以
上
の
よ
う
に
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
九
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

新
市
町
村
建
設
計
画
の
概
要
に
つ
い
て

事
務
局
か
ら
示
さ
れ
た
概
要
に
従
っ

て
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
協
議
、
検
討

し
、
協
議
会
に
諮
っ
て
い
く
こ
と
と
確

認
し
ま
し
た
。

六
月
二
十
七
日
、
午
後
一
時
三
十
分
か

ら
第
三
回
合
併
協
議
会
が
、
角
館
広
域
交

流
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル
を
会
場
に
、

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

提
出
さ
れ
た
報
告
事
項
、協
議
事
項
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

【
報
告
事
項
】

●
報
告
第
十
二
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平
成
十
四
年
度
仙
北
北
部
合
併
協
議
会

歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て

●
報
告
第
十
三
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
に
つ
い
て

【
協
議
事
項
】

●
協
議
案
第
五
号
（
継
続
協
議
）
…
…
…

新
自
治
体
の
名
称
に
つ
い
て

三
町
村
長
と
仙
北
地
域
振
興
局
長
を

除
く
二
十
四
名
の
委
員
か
ら
自
分
の
考

え
て
い
る
名
称
と
そ
れ
を
選
ん
だ
理
由

を
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
次
回
以
降
の

協
議
の
た
た
き
台
に
す
る
こ
と
と
確
認

し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
六
号
（
継
続
協
議
）
…
…
…

新
自
治
体
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

新
自
治
体
の
名
称
が
決
ま
っ
て
か
ら
、

検
討
す
る
こ
と
で
、
継
続
し
て
協
議
し

て
い
く
こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
十
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

に
つ
い
て

協
議
会
委
員
に
よ
る
専
門
小
委
員
会

を
つ
く
り
、
そ
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
協

議
を
重
ね
、
素
案
を
協
議
会
に
提
案
し

て
い
た
だ
き
、
協
議
会
で
協
議
す
る
こ

と
と
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
十
一
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て

前
協
議
案
と
同
様
に
専
門
小
委
員
会

で
協
議
す
る
こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
十
二
号
…
…
…
…
…
…
…
…

第２回合併協議会
（５月23日／西木村総合開発センター）

第３回合併協議会
（６月27日／角館広域交流センター）
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地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て（
そ
の
一
）

三
町
村
の
調
整
に
よ
り
、
実
際
に
ど

れ
ぐ
ら
い
の
増
減
額
が
出
る
の
か
、
次

回
に
資
料
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
で

継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と
と
確
認
し
ま

し
た
。

●
協
議
案
第
十
三
号
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
規

約
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

議
会
議
員
及
び
農
業
委
員
会
委
員
の

定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の

小
委
員
会
設
置
の
案
件
で
原
案
を
了
承

す
る
こ
と
で
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
十
四
号
…
…
…
…
…
…
…
…

田
沢
湖
・
角
館
・
西
木
合
併
協
議
会
小

委
員
会
設
置
規
程
の
制
定
に
つ
い
て

前
協
議
案
同
様
、
小
委
員
会
設
置
規

程
の
制
定
案
で
原
案
を
了
承
し
ま
し
た
。

七
月
二
十
五
日
、
午
後
一
時
三
十
分
か

ら
第
四
回
合
併
協
議
会
が
、
田
沢
湖
町
総

合
開
発
セ
ン
タ
ー
大
集
会
室
を
会
場
に
、

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

提
出
さ
れ
た
報
告
事
項
、協
議
事
項
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

【
報
告
事
項
】

●
報
告
第
十
四
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…

議
会
議
員
及
び
農
業
委
員
会
委
員
の
定

数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
関
す
る
小
委

員
会
委
員
の
指
名
に
つ
い
て

【
協
議
事
項
】

●
協
議
案
第
五
号
（
継
続
協
議
）
…
…
…

新
自
治
体
の
名
称
に
つ
い
て

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
参
考
に
、
三
町

村
長
の
考
え
方
も
加
え
、
次
回
協
議
す

る
と
い
う
こ
と
で
継
続
協
議
と
し
ま
し

た
。

【
委
員
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
】

●
角
館

か
く
の
だ
て
市
　
　
　
七
名

●
田た

沢ざ
わ

湖こ

市
　
　
六
名

●
北き

た

の
都

み
や
こ
市
　
　
五
名

●
北ほ

く

都と

市
　
　
　
三
名

●
北き

た

浦う
ら

市
　
　
　
一
名

●
東

ひ
が
し
あ
き
た
市
　
一
名

●
東
秋
田

ひ
が
し
あ
き
た

市
　
　
一
名

●
協
議
案
第
十
二
号
（
継
続
協
議
）
…
…

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て（
そ
の
一
）

住
民
税
、
固
定
資
産
税
、
入
湯
税
の

調
整
を
行
い
、
そ
の
他
の
税
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
で
、

確
認
し
ま
し
た
。

【
地
方
税
に
つ
い
て
の
調
整
結
果
】

①
町
村
民
税
の
四
期
目
の
納
期
限
を
角

館
町
（
十
二
月
二
十
八
日
）
に
合
わ

せ
る
。

②
法
人
町
民
税
の
税
率
を
田
沢
湖
町
・

西
木
村
（
十
二
・
三
％
）
に
合
わ
せ

る
。

③
固
定
資
産
税
の
土
地
評
価
額
に
つ
い

て
、
不
均
衡
が
見
込
ま
れ
る
も
の
も

あ
り
、
合
併
後
の
評
価
換
え
に
お
い

て
、
調
整
す
る
。

④
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、
田
沢
湖
町
・

西
木
村
（
入
湯
客
一
人
一
日
百
五
十

円
）
に
合
わ
せ
る
。

●
協
議
案
第
十
五
号
…
…
…
…
…
…
…
…

佐　藤　清　雄 
高　橋　正　男 
千　葉　　　勇 
田　口　喜　義 
信　田　幸　雄 
稲　田　　　修 
堀　川　光　博 
小　松　　　直 
細　川　雪　子 
太　田　芳　文 
田　口　勝　次 
小　林　一　雄 
熊　谷　佳　穹 
沢　田　信　男 
佐々木　　　章 
辻　　　　　均 
山　本　陽　一 
三　杉　真紀子 
田　代　千代志 
佐　藤　雄　孝 
佐久間　健　一 
佐　藤　宗　善 
伊　藤　邦　彦 
武　藤　昭　男 
鈴　木　重　藏 
門　脇　　　明 
藤　井　けい子 
鈴　木　峰　晴 

町長 
助役 
教育長 
議会議長 
議会議員 
議会議員 
 
住民代表 
 
町長 
助役 
教育長 
議会議長 
議会議員 
議会議員 
 
住民代表 
 
村長 
助役 
教育長 
議会議長 
議会議員 
議会議員 
 
住民代表 
 
仙北地域振興局長 

会　長 
 
 
 
 
 
 
 
 

副会長 
 
 
 
 
 
 
 
 

副会長 

（敬称略） 

特
別
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ

い
て法

令
等
の
定
め
に
従
い
調
整
案
の
と

お
り
調
整
す
る
こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。

●
協
議
案
第
十
六
号
…
…
…
…
…
…
…
…

介
護
保
険
事
業
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い

て
三
町
村
と
も
、
大
曲
仙
北
広
域
市
町

村
圏
組
合
の
介
護
保
険
事
務
所
で
事
務

を
行
っ
て
い
る
の
で
、
現
行
の
と
お
り

と
す
る
こ
と
と
確
認
し
ま
し
た
。



　　議会議員の身分に関する取扱いについては、合併関係町村の協議により、次の
　５つから選択できます。（新市の議員の上限数「２６人」） 
①「合併特例法による特例を適用しない。」 
　　上限数「２６人」以内で定数を定め、合併の日から５０日以内に選挙を行う。（任期
　は４年） 
②「合併特例法第６条による定数に関する特例を適用する。」（定数特例） 
　　上限数「２６人」の２倍を超えない範囲（５２人以下）で定数を定め、合併の日か
　ら５０日以内に選挙を行う。（任期は４年） 
③「合併特例法第７条による在任に関する特例を適用する。」（在任特例） 
　　現在の町村議員が合併後２年を超えない範囲に限り、引き続き合併町村の議会
　の議員として、在任することができる。 
④「旧町村ごとに条例で選挙区を設ける。」　 
ア「合併特例法第６条による定数特例を適用しないで選挙区を設ける。」 
　　上限数「２６人」以内で定数を定め、旧町村ごとに条例で選挙区及び選挙区ごと
　の議員定数を定め、合併の日から５０日以内に選挙を行う。（任期は４年） 
　　なお、合併後最初に行われる設置選挙に限り、選挙区ごとの議員定数は、人口
　に比例しないで定めることができる。 
イ「合併特例法第６条による定数特例を適用して選挙区を設ける。」 
　　上限数「２６人」の２倍を超えない範囲（５２人以下）で定数を定め、旧町村ごと
　に条例で選挙区及び選挙区ごとの議員定数を定め、合併の日から５０日以内に選挙
　を行う。（任期は４年） 
　　なお、合併後最初に行われる設置選挙に限り、選挙区ごとの議員定数は、人口
　に比例しないで定めることができる。 
 

　　新設合併については、次の２つの原則と、３つの特例措置があり、それらから
　選択することになります。 
①「合併後１農業委員会を設置」（原則） 
　　合併関係市町村の農業委員会は全て廃止され（したがって、当該農業委員会の
　選挙委員、選任委員ともに身分を失い）、新設の市町村につき１個の農業委員会
　となります。選挙委員については、合併の日から５０日以内に一般選挙を行います。 
　　また選任委員については、速やかに選任します。 
②「合併後１農業委員会を設置」（在任特例） 
　　合併関係町村の協議により、１０人以上８０人以内の範囲で定められた数の者に限り、
　市町村の合併後１年以内でその協議で定められた期間は、引き続き合併後の新市
　町村の選挙委員として在任することができます。 
　　協議により定められた所定期間経過後は、原則に戻り、一般選挙が行われます。
　なお、選任委員については、速やかに選任します 
③「合併後２以上の農業委員会を設置」（原則） 
　　合併後の新市町村が、市町村区域面積が２４，０００ｈａを超える、又は、農地面積　
　が７，０００ｈａを超える場合は、新市町村に２以上の農業委員会を設置することがで
　きる。この場合、合併の日から５０日以内に各農業委員会ごとに一般選挙行わなけ
　ればなりません。なお、選任委員については、各委員会ごとに速やかに選任します。 
④「合併後２以上の農業委員会を設置」（在任特例） 
　　「合併後２以上の農業委員会を設置」する場合においても、②のように在任特
　例があります。なお、選任委員については、速やかに選任します。 
⑤「合併後従前の区域どおりに複数の農業委員会を設置」（特例） 
　　合併後の新市町村が、市町村区域面積が２４，０００ｈａを超える、又は、農地面積が 
　７，０００ｈａを超える場合であって、新市町村に置かれる２以上の農業委員会の区域が、
　従前の市町村に設置された農業委員会の区域をその区域とすることとなる場合は、
　それらの農業委員会は新市町村の農業委員会となってそのまま存続することがで
　きる。（農業委員会の選挙委員、選任委員の身分もそのまま存続します。） 

　※選挙委員…一般選挙で選ばれる農業委員。 
　　選任委員…農業協同組合、農業共済組合、議会から推薦される農業委員。 
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に
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
の
委
員
会
で
は
、
各
町
村
議
会
の

意
向
を
伺
う
た
め
、
各
議
長
さ
ん
か
ら
出

席
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

各
町
村
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
意
向
を
伺

い
、
そ
れ
を
参
考
に
そ
の
後
、
委
員
で
検

討
を
行
い
ま
し
た
。

次
回
の
委
員
会
は
九
月
十
二
日
に
行
わ

れ
、
各
町
村
の
農
業
委
員
会
の
意
向
を
伺

う
予
定
で
す
。

第２回小委員会
（８月７日／西木村総合開発センター）

ら
、
ま
た
九
月
に
各
町
村
の
農
業
委

員
会
の
会
長
か
ら
、
各
々
の
意
向
を

伺
う
。

③
そ
れ
ら
を
参
考
に
、
委
員
会
と
し
て

の
意
見
を
十
月
の
協
議
会
に
提
示
す

る
。

と
い
う
こ
と
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

八
月
二
十
五
日
、
午
後
一
時
三
十
分
か

ら
西
木
村
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー
を
会
場

議
会
議
員
及
び
農
業
委
員
会
委

員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い

に
関
す
る
小
委
員
会
報
告

七
月
十
五
日
、
午
後
二
時
か
ら
田
沢
湖

町
役
場
会
議
室
を
会
場
に
、
委
員
九
人
全

員
が
出
席
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
小
委
員
会
は
、
民
間
か
ら
選
ば
れ

た
各
町
村
の
協
議
会
委
員
三
名
ず
つ
で
構

成
さ
れ
ま
す
。

当
日
の
委
員
会
で
は
、
次
回
か
ら
実
質

協
議
に
入
れ
る
よ
う
、
事
務
局
よ
り
特
例

の
内
容
や
先
進
事
例
等
の
資
料
の
説
明
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

八
月
七
日
、
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
西

木
村
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
、
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
、
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
互
選

が
行
わ
れ
、
委
員
長
に
堀
川
光
博
委
員

（
田
沢
湖
町
）
が
、
副
委
員
長
に
山
本
陽

一
委
員
（
角
館
町
）、
藤
井
け
い
子
委
員

（
西
木
村
）
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
委
員
会
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル（
案
）

に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
、

①
委
員
会
は
基
本
的
に
月
一
回
開
催
。

た
だ
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時

に
行
う
場
合
も
あ
る
。

②
八
月
下
旬
に
各
町
村
議
会
の
議
長
か
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七
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
の
日
程

で
、
新
潟
県
の
北
蒲
原
（
き
た
か
ん
ば
ら
）

郡
南
部
郷
合
併
協
議
会
と
北
魚
沼
六
か
町

村
合
併
協
議
会
の
視
察
研
修
を
行
い
ま
し

た
。研

修
に
は
、
三
か
町
村
長
を
含
め
委
員

十
九
名
、
各
町
村
職
員
、
事
務
局
を
加
え

計
二
十
六
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

最
初
の
研
修
地
、
北
蒲
原
郡
南
部
郷
合

併
協
議
会
（
安
田
町
、
京
ヶ
瀬
村
、
水
原

町
、
笹
神
村
）
事
務
局
（
水
原
町
役
場
）

を
、
二
十
九
日
に
訪
れ
ま
し
た
。

同
協
議
会
は
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に

「
阿
賀
野
市
（
あ
が
の
し
）」
と
し
て
、
合

併
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

研
修
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
提
出
し
て
い

た
質
問
事
項
に
沿
っ
て
、
法
定
協
議
会
設

置
か
ら
現
在
ま
で
の
協
議
会
の
経
緯
の
説

明
を
吉
野
事
務
局
長
よ
り
受
け
た
後
、
質

疑
に
入
り
ま
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
現
在
協
議
会
で
継
続
審

議
さ
れ
て
い
る
「
新
市
の
名
称
」
や
「
議

会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
」
な
ど
に
つ
い

て
の
質
問
や
、
も
っ
と
も
時
間
の
か
か
っ

た
協
議
は
何
だ
っ
た
の
か
な
ど
の
質
問
が

積
極
的
に
出
さ
れ
ま
し
た
。

翌
三
十
日
は
、
北
魚
沼
六
か
町
村
合
併

協
議
会
（
堀
之
内
町
、
小
出
町
、
湯
之
谷

村
、
広
神
村
、
守
門
村
、
入
広
瀬
村
）
の

堀
之
内
町
を
訪
れ
ま
し
た
。

同
協
議
会
は
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日

に
「
魚
沼
市
（
う
お
ぬ
ま
し
）」
と
し
て
、

合
併
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

研
修
で
は
、
前
日
同
様
、
協
議
会
の
経

緯
の
説
明
を
受
け
た
後
、
質
疑
に
入
り
ま

し
た
。

委
員
か
ら
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
「
新

市
の
名
称
」
や
「
議
会
議
員
の
定
数
及
び

任
期
」
な
ど
の
質
問
、
ま
た
当
新
市
で
も

行
わ
れ
る
「
分
庁
舎
方
式
」
に
つ
い
て
の

メ
リ
ッ
ト
や
問
題
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

地
域
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト（
情
報
通
信
基
盤
）

の
整
備
状
況
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
が
行

わ
れ
、
充
実
し
た
視
察
研
修
に
な
り
ま
し

た
。

あいさつする本田会長（安田町長）

委員からは積極的に質問が出される。

経過説明する星野堀之内町長協議内容についての質問が次々に
出された。


